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一
月
四
日

内
閣
総
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大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
等
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
受
領

答

弁

第

三

四

号



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
等
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
立
国
会
図
書
館
の
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
、
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
図
書
を
電
子
化
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
提
供
す
る
取
組
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
本
取
組
に
つ
い
て
は
、
文
学
作
品
等
の
出
版
物
を
国
民
が
鑑
賞
す
る
機
会

を
充
実
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
的
に
も
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
「
レ
コ
ー
ド
盤
を
始
め
と
す
る
録
音
物
」
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
予
定
し
て
い
な
い
。
な
お
、
本
年
度
か
ら
、
レ
コ
ー
ド
、
楽
譜
等

の
音
楽
に
関
す
る
資
料
等
の
保
存
及
び
活
用
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

現
在
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
の
東
京
国
立
近
代
美
術
館
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
か
ら

「
映
画
フ
ィ
ル
ム
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化
推
進
事
業
」
に
よ
り
、
所
蔵
す
る
映
画
フ
ィ
ル
ム
に
関
す
る
情
報
を
デ
ー
タ
ベ

一



ー
ス
化
し
、
同
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
公
開
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
も
、
情
報
技
術
の
進
展
や
関
係
者
と
の
権
利
関
係
等
の
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
う
し
た
取
組
の
推
進
に
つ

い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
の
一
に
つ
い
て

日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
自
ら
が
こ
れ
ま
で
に
制
作
し
た
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
保
存
し
て
新
た
な
放
送
番
組
の
制
作
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
来
館
者
に
公
開
す
る
た
め
の
設
備
と
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ

イ
ブ
ス
を
整
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
に
お
い
て
公
開
を
行
っ
て
い
る
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ

イ
ブ
ス
等
に
お
け
る
視
聴
に
限
っ
て
著
作
権
者
等
の
承
諾
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
広
く
一
般
に
公
開

す
る
場
合
に
は
、
新
た
に
著
作
権
者
等
の
承
諾
を
得
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
協
会
の
放
送
の
補
完
利
用
と
し
て
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
は
、
総
務
省
が
平
成
十
四
年
三
月
八
日
に
定
め
た
「
日
本
放
送
協
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
準
拠
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
範
囲
を
超
え
て
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
を
行
う

場
合
に
は
、
受
信
料
を
負
担
す
る
視
聴
者
の
意
向
、
民
間
の
情
報
提
供
事
業
者
と
の
関
係
等
を
踏
ま
え
た
検
討
が
必
要
に
な

二



る
と
考
え
る
。

四
の
二
に
つ
い
て

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
五
十
三
条
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
放
送
の
健
全
な
発
達
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
で
あ
っ
て
、
放
送
番
組
の
収
集
、
保
管
及
び
公
衆
に
視
聴
さ
せ
る
こ
と
等
の
業

務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一
に
限
っ
て
、
放
送
番

組
セ
ン
タ
ー
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
は
、
平
成
三
年
二
月

に
財
団
法
人
放
送
番
組
セ
ン
タ
ー
を
指
定
し
、
同
セ
ン
タ
ー
は
、
同
年
十
月
か
ら
業
務
を
開
始
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
民
間
放
送
局
の
所
蔵
す
る
テ
レ
ビ
又
は
ラ
ジ
オ
の
放
送
番
組
に
つ
い
て
は
、
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
の
放
送

番
組
と
併
せ
て
、
同
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
放
送
番
組
の
収
集
の
基
準
に
従
っ
て
収
集
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承

知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
「
民
間
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
」
を
対
象
と
し
た
支
援
を
新
た
に
行
う
こ
と
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
予
定
し
て
い
な
い
。

三


